
令和 5年 2月 6日 

1年生～2年生 保護者様 

 大阪市立蒲生中学校長  飯森 林 

 （事務室：中辻）06－6932－5527 

  

令和 5（２０２３）年度 就学援助申請について 
 

 大阪市では、経済的に就学が困難な場合、就学援助の申請を行い所得審査等で認定

されたとき、学校徴収金や学校給食費等の援助を受けることができます。 

 過日配布しましたリーフレットをよくお読みいただき、申請をお考えの方は、次の期日まで

に申請書および証明書類の提出をお願いいたします。 

 

記 

 

1. 申請時期について 

申請区分：早期 2（書類審査） 令和 5年 3月 1日（水）～3月 13日（月） 

申請区分：一般 1（税情報利用） 令和 5年 3月 1日（水）～5月 12日（金） 

申請区分：一般 2（書類審査） 令和 5年 3月 1日（水）～6月 30日（金） 

※「申請区分」により申請期限や証明書類等が違います。詳細はリーフレットをご覧ください。 

 

2. 提出書類について 

① 「令和 5年（2023）年度就学援助申請書兼世帯状況票」（配布済み） 

② 申請理由に該当する「証明書類」 

※リーフレットを確認し、該当する証明書類を提出してください。 

□申請理由⑫の場合、一般 1（税情報利用）申請までに、“所得の申告”を！（Ｐ5参照） 

 

3. 提出方法について 

大阪市立蒲生中学校 事務室まで（持参または郵送） 

※紛失等による事故を避けるため、保護者の方が持参又は郵送で提出してください。 

なお、郵送の場合は、封筒に「事務室あて」とご記入ください。 

学校で受付した際（郵送を含む）には必ず「受領書」を発行します。認否結果が大阪

市より郵送にて通知されるまで保管してください。提出したのに受領書がお手元に届

かない場合は申請書が受付されていない可能性がありますので学校（事務室）まで

ご連絡ください。 

就学援助では、所得のない控除配偶者や扶養家族について、所得未申告、または

市民税・府民税に関する証明書の提出をしない場合は、一律に 38 万円の所得が

あったものとして、審査が行われるため、所得が 0 円であっても必ず申告を行って

から申請してください。 （世帯内の 18歳以上の方すべてが対象です。） 


